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質  疑

討  論

【
米
本
議
員
】

　

町
税
を
不
能
欠
損
す

る
基
準
は
。
ま
た
、
滞
納

の
徴
収
方
法
は
。

【
税
務
課
長
】

　

地
方
税
法
第
15
条
第

7
項
の
滞
納
処
分
の
執
行

停
止
と
同
法
第
18
条
の

時
効
消
滅
に
よ
る
も
の
。

　

徴
収
は
、
納
期
限
ま

で
に
納
付
が
な
い
と
き
は
、

納
期
限
か
ら
20
日
以
内
に

督
促
状
を
送
付
す
る
。
そ

の
後
に
納
税
勧
奨
や
、
必

要
に
応
じ
て
法
的
処
分
を

行
っ
て
い
る
。

不納欠損
と徴収

【
近
藤
議
員
】

　

約
６
億
円
の
滞
納
の

う
ち
、
か
な
り
の
額
が
不

良
債
権
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

【
代
表
監
査
】

　

依
然
と
し
て
滞
納
が

多
い
。
特
に
時
効
を
考
え

て
回
収
を
し
て
ほ
し
い
。

　

ま
た
、
回
収
を
あ
き

ら
め
た
ら
真
面
目
に
納
め

て
い
る
人
と
の
公
平
が
取

れ
な
い
。
最
後
ま
で
努
力

す
る
必
要
が
あ
る
。

滞納対策

【
原
案
に
反
対
…
大
森
議
員
】

　
一
般
会
計
の
基
金
の
う
ち

17
億
円
は
自
由
に
使
え
る
基

金
だ
。そ
の
一
部
を
繰
り
入
れ

れ
ば
、国
保
税
を
引
き
上
げ

る
必
要
は
な
か
っ
た
。

　
同
和
対
策
は
12
年
前
に
法

的
根
拠
を
失
っ
た
が
、町
で

は
今
も
続
け
て
い
る
。

【
原
案
に
賛
成
…
杉
谷
議
員
】

　

国
保
税
は
、町
が
勝
手
に

決
め
た
も
の
で
は
な
い
。国

保
運
営
協
議
会
で
議
論
さ
れ

た
結
果
だ
。

　

同
和
問
題
は
、ま
だ
終

わ
っ
て
い
な
い
。

【
原
案
に
反
対
…
圓
岡
議
員
】

　
進
学
奨
励
交
付
金
な
ど
を

継
続
す
る
こ
と
は
、同
和
地

区
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
な

る
。

　
一
般
施
策
に
移
行
し
、経

済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
っ
て

進
学
を
た
め
ら
う
子
ど
も
た

ち
も
対
象
に
す
べ
き
だ
。

【
原
案
に
賛
成
…
西
山
議
員
】

　

地
区
学
習
会
は
、子
ど
も

た
ち
の
可
能
性
を
伸
ば
す
大

切
な
事
業
だ
。

【
原
案
に
反
対
…
近
藤
議
員
】

　

将
来
を
考
え
れ
ば
、経
常

経
費
の
削
減
に
こ
そ
、積
極

的
に
取
り
組
む
べ
き
だ
。

　
産
業
振
興・定
住
施
策・子

育
て
支
援
な
ど
積
極
的
な
事

業
展
開
に
45
億
円
の
基
金
は

使
う
べ
き
だ
っ
た
。

【
遠
藤
議
員
】

　

墓
地
調
査
委
託
料
の

内
容
は
。

【
総
務
課
長
】

　

町
営
墓
地
の
希
望
が

あ
っ
て
、
平
成
24
年
度
に

適
地
を
探
す
予
算
を
組

ん
だ
。

　
調
査
の
結
果
、
旧
町
に

１
カ
所
ず
つ
と
大
き
な
も

の
１
カ
所
の
、
計
４
カ
所

が
適
地
と
し
て
報
告
さ

れ
た
。

　

そ
こ
が
適
地
か
ど
う

か
は
今
後
の
検
討
で
あ
る
。

町営墓地
要望のある墓地
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